
■追加説明書のまとめ方のイメージ(正副 2 部提出) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3-3)追加図面 

 

 

 

 

 

 

(7-3)追加計算書 

 

 

 

 

 

 

(3-2)差替え図面 (7-2)差替え計算書 

 
(7-1)変更箇所説明計算書 

構造適判対応は赤 

確認指摘対応は青 

自己変更対応は緑  等色分 

 

 

 

 

(3-3)追加図面 

 

 

 

 

 

 

(6-3)追加図面 

 

 

 

 

 

 

(3-2)差替え図面 (6-2)差替え図面 

 
(6-1)変更箇所説明図

構造適判対応は赤 

確認指摘対応は青 

自己変更対応は緑  等色分

 

 

 

 

(5)確認質疑応答書 

(適合を決定できない旨の

理由書・回答書) 

(3-3)追加図面 

 

 

 

 

 

 

(4-3)追加計算書 

 

 

 

 

 

 

(3-2)差替え図面 (4-2)差替え計算書 

 
(4-1)変更箇所説明計算書

構造適判対応は赤 

確認指摘対応は青 

自己変更対応は緑  等色分

 

 

 

 

(3-3)追加図面 

 

 

 

 

 

 

(3-3)追加図面 

 

 

 

 

 

 

(3-2)差替え図面 (3-2)差替え図面 

 
(3-1)変更箇所説明図 

構造適判対応は赤 

確認指摘対応は青 

自己変更対応は緑  等色分 

 

 

 

 

(2)適判質疑応答書 

(適合を決定できない旨の

理由書・回答書) 

(1)追加説明書表紙 

(8)差替え分一貫計算書
  ※抜粋の場合は、4-2、7-2 へ 

■建築確認分指摘対応 
(適判申請後に指摘があった場合に限ります。) 

■構造適判分指摘対応 

Ａ．当センターにて、当初

申請分を「無効」とした

上でこの図書を申請

分として差し替えます。

Ａ．の処理に同じ 

Ｂ．当センターにて、当初申請分

を「無効」とした上で差し替え

可能なものは差し替えします。 

両面印刷の場合等、不能のも

のは追加説明書に残します。 

Ｂ．の処理に同じ 


